
　除雪作業は、国・県・市がそれぞれの路線で行いま
す。冬道の安全を確保するために皆さんのご協力をお願
いします。
■除雪の出動基準と出動態勢
・ 市道の場合は積雪量がおおむね10㎝以上の場合に出動
します。なお、積雪の状況などにより作業時間帯が遅
れる場合があります。

・ 交通の混乱を緩和するため、幹線道路やバス路線、集
落間道路などを優先的に除雪します。

・ 除雪作業は、深夜から早朝に行うことが多く、騒音や
振動などでご迷惑をおかけする場合があります。

■除雪へのご協力をお願いします
・ 玄関前に雪が残ることがありますので、その処理への
協力をお願いします。

・ 路面凍結の原因となりますので、除雪された雪は道路
に出さないでください。

・ 除雪作業の妨げとなりますので、路上駐車はしないよ
うにお願いします。

■融雪剤を配布します
　市は、市道に散布する融雪剤を配布します。町内会で
取りまとめのうえ、市建設課へ申し込んでください。

■今回から新たに手当を受け取れる主な場合
・ 子どもを養育している祖父母などが、低額の老齢年金
を受給している場合

・ 父子家庭で、子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給
している場合

・ 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺
族厚生年金のみを受給している場合など

■申請について
申請場所…市保健福祉センター2階　市子ども課
※ 支給要件に該当するかどうかや必要書類などは、お問
い合わせください。
※ 手当額は請求者および扶養義務者の所得（８月までは
前年度分、９月以降は当年度分）により決まります。
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て
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さ
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　これまで、公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給する人は、児童扶養手当
（ひとり親家庭など対象）を受給できませんでしたが、12月から、年金額が手当額を下回る場合、その差額分を受給で
きるようになりました。12月1日に児童扶養手当の支給要件に該当している人は、平成27年３月31日までに申請をすれば
平成26年12月分から支給されます。

12月から公的年金受給者も児童扶養手当の対象になります

取り壊し家屋の連絡を忘れずに

　平成26年中に家屋の取り壊しが
あり、まだ滅失登記をしていない人
は、固定資産税納税通知書の最終
ページにある「異動連絡用はがき」
に必要事項を記入の上、市税務課に
提出してください。
　提出がない場合、取り壊しの確認
ができず、翌年度以降も固定資産税
が課税されることがありますのでご
注意ください。なお、東日本大震災
により流出し、または損壊した家屋
を取り壊した場合は提出する必要は
ありません。

償却資産申告書の受け付けが始まります
　市では、固定資産税の償却資産申告書の受け付けを、次の日程で行います。平成27年1月1日現在で、市内に償却資産
を所有している事業所および個人事業主の人は忘れずに申告してください。

◆場所　市税務課資産税係
◆日時　平成27年１月５日（月）～２月２日（月）　８時30分～17時15分
　※ 期限が近づくと窓口が混雑しますので、１月20日（火）ころまでの提出にご協

力願います。なお、同日程で市民税係において「給与等支払報告書」の提出
も受け付けます。

◆ 申告方法
　 　償却資産の名称、取得価格および耐用年数などを申告してください。なお、
初めて申告する場合は全資産を、それ以外の場合は、市税務課から送付された
種類別明細書を確認の上、資産の増減について申告してください。

　 　また、東日本大震災により滅失し、または損壊した資産に代わるものとして
取得し、または改良した場合には、課税標準額を４年度分２分の１とする特例
がありますので、代替資産であることを明記し、併せて申告してください。

◆提出書類　① 償却資産申告書（償却資産課税台帳）
　　　　　　② 種類別明細書（増加資産、全資産用）
　　　　　　③ 種類別明細書（減少資産用）

［問い合わせ］市税務課資産税係　☎22－2111（内線144）

［問い合わせ］市子ども課　☎22－5121
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道路の除雪作業にご理解・ご協力を

［問い合わせ］
○ 国道45号、仙人峠道路、三陸縦貫自動車道（釡石山田道路）
　三陸国道事務所釡石維持出張所☎26－5014
○ 国道283号、各県道
　沿岸広域振興局土木部☎25－2714（内線294・323・324）
○ 市道　市建設課☎22－2111（内線405・406）

﹇
問
い
合
わ
せ
﹈

　

代
表
番
号
☎
22-

２
１
１
１

　

①
市
民
課
国
保
年
金
係
（
内
線
２
２
２
）

　

②
市
民
課
医
療
給
付
係
（
内
線
２
２
９
）

　

③
高
齢
介
護
福
祉
課
高
齢
介
護
係
（
内
線
２
４
１
）

表彰式に参加した被表彰者

釡石市スマートコミュニティ導入促進事業イメージ

　市は、本年度の市勢功労者表彰式を11月28日に市
内のホテルで行いました。野田市長から、市勢の振
興発展に大きく貢献された３人（物故者１人含む）
と２団体に自治功労表彰を、地域防災の推進に尽力
いただいた1社に感謝状を贈りました。被表彰者は
次のとおりです。
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①学校・公共施設へのＢＥＭＳ（エネルギー管理システム）導入
②復興公営住宅などへのエネルギー共有システム導入
③復興公営住宅の屋根貸し発電
④大町地区における公共施設エネルギー使用の見える化
⑤メガソーラー発電所の整備（片岸地区・楢ノ木平）
⑥植物工場の設置
⑦エコ漁港、エコ水産加工事業の推進
⑧地域エネルギーの管理

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
導
入
促
進
事
業
の
概
要

平成26年度
釡石市市勢功労者表彰

［問い合わせ］市リーディング事業推進室　☎22－2111（内線136）

626.12.17広報かまいし7 26.12.17 広報かまいし




